第三者継承に係る端境期確認書　(酪農：参考例)
１．引継ぎの最終段階
　　１）〇〇月〇〇日から継承希望者〇〇〇〇　に経営に係るすべての管理を任せる。

２．引越関係

　　１）移譲者〇〇〇〇　氏の引越予定日　令和〇年〇〇月〇〇日
　　２）継承者〇〇〇〇　氏の引越予定日　令和〇年〇〇月〇〇日
　　３）収穫適期と重なった場合は、収穫に関する判断は、移譲者が行う。（移譲者が手伝う）
３．乳牛関係

１）〇〇月〇〇日現在の継承牛は、別紙一覧表のとおり。(総額変更なしで個体価格は変動)
２）公社買取牛の検収は〇〇月〇〇日に行う。(乳検データ・金額・頭数等を公社に報告)

３）公社買取牛の代金支払いは〇〇月とする。
４）継承者買取牛の代金支払いは〇〇月末までとする。
４．建物・施設関係

１）公社買取物件の代金支払いは〇〇月とする。
　　２）継承者買取物件の代金支払いは〇〇月末までとする。
５．土地関係
　１）公社買取地代の代金支払いは〇〇月とする。
　　２）継承者買取地代の支払いは〇〇月末までとする。
６．農業機械関係

　　１）移譲者〇〇〇〇　氏⇒　　　　　⇒農協⇒継承者〇〇〇〇　氏

７．その他

　　１）電気水道料手続き　〇〇月〇〇日
　　２）組合員資格手続き　〇〇月〇〇日

　　３）組合員勘定開設　　〇〇月〇〇日

　　４）乳検加入関係　　　加入の有無確認

　　５）ＦＡＸ関係　（回線の取得）
　　６）生乳出荷関係

　　　　〇〇月〇〇日午前までの集荷分については、移譲者〇〇〇〇氏とする。
　　７）家畜共済関係　手続き等再度確認　　年額≒〇〇〇千円(4月・7月・10月・1月)
　 ・移譲者〇〇〇〇氏が既に払っている金額≒〇〇〇千円　更に払う金額≒〇〇〇千円

　 ・継承者が払う金額≒〇〇〇千円(〇〇月からの掛金)
 ８）その他農協関係手続きは、各部署で対応
９）端境期に生まれた仔牛の対応

・〇〇月〇〇日以前に生まれた仔牛は移譲者〇〇〇〇氏、
〇〇月〇〇日以降は継承者〇〇〇〇氏。

１０）その他

 ・環境負荷軽減対策交付金　　交付額≒〇〇〇千円　　月額≒〇〇千円
　   移譲者〇〇〇〇氏配分額: 〇ヶ月(〇～〇月)≒ 〇〇円を入金
入金日　〇〇月〇〇日
上記の合意の証として証書３通を作成し、移譲者〇〇〇〇氏、継承者〇〇〇〇氏及び立会人署名
捺印のうえ各１通を保有するものとする。

令和〇〇年〇〇月〇〇日　
経営移譲者　住　所　　〇〇郡〇〇町〇〇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　〇　〇　〇　〇　 　   　 ㊞
経営継承者　住　所　　〇〇郡〇〇町〇〇

　　　　　　　　　　　

氏　名　　〇　〇　〇　〇　　　     ㊞
立　会　人　所　属　　〇〇農協〇〇部

　
職・氏名　　〇 長　〇  〇  〇  〇　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
